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【個人事業の再建】
前回、金融行政の新たな動きとして、事業の持

続可能性が見込まれない企業への再チャレンジ
支援に金融庁が舵を切ったことを紹介しました。
過剰債務を抱えた事業者は、法的整理をすれば
債務の苦しみから逃れることは出来ますが、事
業も住み家も失ってしまっては再起も図れませ
ん。特に、小規模の個人事業者の場合、債権者の
優先順位が低いため、親身になって相談に乗っ
てもらえることは少ないでしょう。債権者が手
掛ける事業再生は、結局のところ、債権者の利益
であり、効果が大きいところに目が行くのは当
然のことです。しかし、債務者側は大きくても小
さくても人の悩みは同じです。悩み苦しんでい
る個人事業者の参考になればと思い、私どもで
手掛けた事例を紹介します。
Ａさんは、夫婦で飲食店を営んでいます。現在

の店舗に移ってからは、お客様からも好評です。
しかし、Ａさんには、バブル期に購入した前の店
舗の債務が重くのしかかっていました。前の店
舗は、数年前に売却したものの、20百万円の債務
が残り、他に現在の店舗の債務15百万円と消費
者ローン５百万円の計40百万円の返済が滞って
いました。
現状の売上規模、利益水準から言って、返済が

厳しいことは誰の目にも明らかです。金融機関
に相談に行っても、延滞解消出来ないのなら現
店舗を売却してくださいとの一点張りだそうで
す。この金融機関の提案は、バブル期に自社店舗
を購入したことなど、忘れ去られた過去のこと
なのです。対策としては、金融機関に返済計画を

提出して条件変更することがオーソドックスか
もしれません。しかし、現状の収支および、店舗
の規模からいって、今後の大きな売上増加を見
込むことは困難であり、債務の完済への道のり
は果てしなく遠いでしょう。条件変更は一時凌
ぎでしかありませんので、Ａさんには抜本的な
プランを提案しました。
現在の店舗は、金融機関の担保であり、このま

ま延滞が長期化すると競売に移行します。そこ
で、私どもが賃貸物件として現店舗を購入しま
す。その店子としてＡさんが営業していきます。
そして、残った債務は弁護士の元、債務整理して
いくプランです。
このまま何もしなければ、現店舗は競売にか

けられます。金融機関はロスすることを覚悟し
ています。それよりも、延滞債権を減らしたい、
速やかに処理したいと考えています。競売とな
ると、債権者ばかりか、古くからのお客様にも迷
惑をかけてしまうのですから、何としても避け
なければいけません。
20年もの間、過剰債務に苦しみ、商売一筋で頑

張ってきたものの、債務は一向に減らなかった
のですから決断の時でした。私どものプラン提
案から３日後、ＡさんからＧＯサインが出まし
た。早速、金融機関と交渉し、同意のもとにプラ
ンを実行しました。
先日、久しぶりにＡさんのお店を訪ねていっ

たところ、満面の笑みで迎えていただきました。
返済の苦しみから解放されたことよりも、自分
の店を売却しろとのプレッシャーから解放され
たことが、何よりもほっとしているそうです。
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